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１　施策の目的と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）数字は記入しない

ア
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エ
② 意図（対象をどう変えるのか） ④ 成果指標（意図の達成度の指標）数字は記入しない

３ 総事業費・指標等の実績推移と目標値
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２　第２次基本計画期間（平成２３～２７年度）内における取組内容
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第2回国立市市民意識調査において、情報を得られていると答えた割合が最も高かった泉地域の
88.4％を全体で超えることを目標としました。
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 基本計画における
施策の目標設定の根拠
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 基本計画における
施策の目標設定の根拠

目標値

成果指標

 基本計画における
施策の目標設定の根拠

第2回国立市市民意識調査において、勉強会等が盛んな北地域の2.3％程度まで下げることを目標
としました。

体系 具体的な取組内容

 基本計画における
施策の目標設定の根拠

消費生活相談に対する潜在的な需要を掘り起こし、相談件数を増加させることを目指します。目標
件数は、現在の相談体制で対応可能な限界と考えられる500件としました。

 基本計画における
施策の目標設定の根拠

相談員のスキルアップを図るなど、相談体制の充実を図ります。被害に遭いやすい高齢層や若年層
の消費者を保護していくため、きめ細かな情報収集、提供を行います。

自治会等で勉強会を開催するなど、広報、啓発活動の充実を図ります。消費者団体との連携を図りま
す。

消費者の保護と安全の確保

自立する消費者の育成

市民

相談によってトラブルの解決を図る。自立した消費者を育成す
ることで被害の未然防止を図り、市民生活を豊かに安全に送る
ための知識を養う。
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人口

名称

ア

イ

施策マネジメントシート 
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消費生活相談件数

消費生活に関する情報が得られていると答えた市民
の割合
過去1年間に消費生活に関する被害にあったことの
ある市民の割合

－１枚目－



４　施策の現状

５　25年度の評価結果
（1） 施策の取組状況

（2） 施策の成果実績把握と評価
①成果指標目標値達成度（目標値と実績値との比較）

成果指標ア 【 】

25年度目標値を達成 未達成 → （ 24年度実績値と比較し成果向上・維持 24年度実績値と比較し成果低下）

成果指標イ 【 】

25年度目標値を達成 未達成 → （ 24年度実績値と比較し成果向上・維持 24年度実績値と比較し成果低下）

成果指標ウ 【 】

25年度目標値を達成 未達成 → （ 24年度実績値と比較し成果向上・維持 24年度実績値と比較し成果低下）

成果指標エ 【 】

25年度目標値を達成 未達成 → （ 24年度実績値と比較し成果向上・維持 24年度実績値と比較し成果低下）

成果指標オ 【 】

25年度目標値を達成 未達成 → （ 24年度実績値と比較し成果向上・維持 24年度実績値と比較し成果低下）

② 時系列比較（過去3ヶ年の比較） A（かなり向上）～E（かなり低下）

③ 他自治体との成果の比較 A（かなり高い）～E（かなり低い）

※背景として考えられること

(3) 施策の全体総括（成果実績やコスト、見直しを要する事務事業等）

６　施策の課題・今後の方向性
消費者被害を未然に防ぐため、巧妙化する悪質商法の手口や被害情報などを具体的に示しながら、より多くの市民の関心を高
める効果的な広報の展開や講座の開催を進めていく。
特に狙われやすい高齢層や若年層の消費者を守るため、健康福祉部や教育委員会との連携を強化する。

(1) 施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）はどう変化しているか？

(2) この施策に対して関係者（住民、議会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意見や要望が寄せられているか？

相談内容の複雑化が進んでおり、一般の知識では対応できない部分が増えている中で、相談窓口の果たす役割は大きい。一
方、相談日ではない火曜日には、やむを得ず他機関の紹介や翌日以降の対応としており、改善の余地がある。
消費生活に関する被害にあった市民が2.3％に低下し、やや改善された。今後は研修などで相談員の能力を一層高めるととも
に、引き続き講座等で窓口の存在をアピールしていく必要がある。
消費者団体連絡会は、消費者行政の充実に向けて市と消費者団体との連携、協働の場として機能している。

25年度行政経営方針 取組状況

悪質商法や架空請求などの消費者問題について、市報やHP
への掲載、広報ステッカーの配布等を通じて消費者への周知を
図るとともに、消費生活相談員による出張講座及び特別相談を
実施した。また、他課や弁護士等の専門相談機関と連携をとり、
相談環境の整備と情報共有の取り組みを行った。

消費生活に関する相談件数はここ数年横ばいだったが、平成25年度には再び増加している。多様化する消費生活上のトラブル
の解決に向けて、消費生活相談員が相談者に対し情報提供・自主交渉の助言・解決へのあっせんを行っている。
消費者行政を充実させるため、消費者団体への支援を行っている。
平成22年度より、国から都経由で交付される交付金を活用して消費生活相談を取り巻く環境の改善、充実を図っている。
平成24年度より製品安全に関する5法に規定されている、小売店に陳列された商品の品質表示が適正になされているかを立入
検査する事務等について、東京都から市へ権限委譲されたため、立ち入り検査を行っている。

・相談事由（悪質商法被害等）の解決に対する謝意
・消費者団体の活動内容の周知の充実、新規参加団体の募集
・消費者講座の回数増、参加者増の工夫
・食品の放射線量測定に対する一定の評価

①ア消費生活上のトラブルが多様化し増加した。　イ振り込め詐欺・訪問販売等に関する広報を充実させた。　ウ被害を
未然に防ぐ取り組みを充実させた。
②消費者啓発及び相談体制の充実が一定の効果を示した。
③週5日の相談体制が必要と考えられる。

消費生活相談件数

消費生活に関する情報が得られていると答えた市民の割合

過去1年間に消費生活に関する被害にあったことのある市民の割合

B:成果がどちらかと言えば向上した

C:成果はほとんど変わらない（横ばい状態）

－２枚目－


